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全会員保存版（２０２０年１２月１６日改訂） 

柏市立田中小学校 

 

ＰＴＡ活動のしおり 
 

 

田中小では全員参加のＰＴＡ活動をめざして活動をしております。お子様のより良い学校生活をサポートする活動

として、全てのＰＴＡの方に是非ご協力いただきたく、各委員の紹介をさせていただきます。 

※ＰＴＡ規約は、田中小学校ＨＰ上で公開しています。 
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PTA 活動各部の活動の概要と人数・任期について 

※登録カード、希望調査で記入する役員名は●で記してあります。 

※○で記してあるものは、各地域で選出されるため、登録カード、希望調査では記入できません。選出方法

などについては所属している町会、子ども会などにお問い合わせください。 

<本部> 

＜主な活動の内容＞PTA総会の運営、常任委員会の運営、各種学校行事のお手伝い、地域の様々な活動のお手

伝いなど幅広く活動している部です。また、学校、保護者との窓口となり、各委員会活動がスムーズに運営されるよう

に補佐しています。 

 

＜役職・人数＞任期：２年 

●会  長 １名 田中小ＰＴＡ総会、市ＰＴＡや地域教育会の会議・活動に参加。 

●副会長 ４名以上 会長補佐、校内・地域行事の運営サポート、学校とＰＴＡとの連携を図る。 

●書  記 ２名 各会議の議事録・名簿の作成、常任委員会だよりの発行等。 

●会  計 ２名 ＰＴＡ会費収支の管理、年２回収支状況を常任委員会に報告。 

※その他、本部役員全体で各種行事の準備、お手伝いなどを行っています。 

＜特典＞ 

 平成２５年より、本部役員の任期が２年となりました。それにともない本部役員の特典も改められました。 

1. 本部役員任期中のお手伝い係と奉仕作業の免除 

2. 本部役員任期中の運動会保護者席優先入場（並ばずに優先的に席を確保できる）。 

3. 本部役員任期中に在学していた児童の卒業式での前列席優先権の取得 

4. 本部役員任期中に在学していた児童、及び、４月１日の時点で３歳の幼児までに対する役員免除 

 

特典の実施例 

＜本部役員任期１年目＞ 

第 1 子（5 年）、第 2 子（1 年）、第 3子（年長）、第 4子（年中）、第 5子（1 歳）の場合 

○卒業式で前列席を確保できるのは、第１子、第 2子、第 3子まで。 

（第 3 子は、本部役員 2年目の年に 1年生になるため） 

○役員が免除されるのは、第 1子、第 2子、第 3子、第 4子までで、第 5子は対象外。 

 

やむを得ない理由で、１年のみ本部役員を引き受けた方は特典が異なります。 

【１年任期の本部特典】 

1. 本部役員任期中のお手伝い係と奉仕作業の免除。 

2. 本部役員任期中の運動会保護者席優先入場（並ばずに優先的に席を確保できる）。 

3. 本部役員任期中に在学していた児童、及び、４月１日の時点で３歳の幼児までに対する役員免除 

※補足 

平成２４年度までに１年任期で本部役員を引き受け、再度本部役員を引き受けた方の特典に関しては、任期変更にともな

う経過措置として、任期年数は通算で考えるものとする。なお、平成２４年度までに本部役員を引き受けた方の特典に関し

ては、それぞれ異なる。 
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●会計監査 

＜主な活動の内容＞毎年４回（給食費監査を含む）ＰＴＡ会費の収支が適正かどうか監査します。本部のお手伝

い（運動会）もあります。平成２２年度より、本部役員ではなくなりました。 

＜人数・任期＞２名・任期１年 

 

<学年部> 

●学級委員 

＜学級委員の主な活動内容＞ 

次年度の学年内役員選出（１～５学年のみ）・お手伝い係振分け・登録カード回収・コサージュの選定など卒業

式関連の仕事（６学年のみ）・給食試食会のお手伝い（１学年のみ）・各委員会活動（ベルマーク・環境・送別）・

校外学習費の集金・集計作業 

※学級委員は学年部長・ベルマーク委員・環境委員・送別委員に分かれて活動を行っていきます。 

また、選考委員を学年部長、委員長・副委員長以外の学級委員の中から各学年から 1名選出します。 

＜人数・任期・組織図＞各学年の各クラス１名／任期１年 

 

 

 

 

 

 

 

 

選考委員…各学年より選出 

＜学年部長・各委員会の主な活動内容＞ 

・学年部長 

各学年の運営、管理。学年部全体の運営、取り仕切り（但し下記３委員会に属さない）。 

各学年の学級委員から 1名ずつ選出する。 

・ベルマーク委員 

ベルマーク・テトラパック・インクカートリッジの回収・集計・発送作業をするお手伝い係のとりまとめ。 

各学年の学級委員から 1名以上選出し、その中から委員長・副委員長を 1名ずつ選出する。 

・環境委員 

奉仕作業・持久走大会お手伝い係のとりまとめ。 

各学年の学級委員から 1名以上選出し、その中から委員長・副委員長を 1名ずつ選出する。 

・送別委員 

卒業式用コサージュ準備・辞校式花束準備・白衣修繕をするお手伝い係のとりまとめ。 

各学年の学級委員から 1名以上選出し、その中から委員長・副委員長を 1名ずつ選出する。 

※学年部長、各委員会の委員長は常任委員会に毎回出席となります。 

学級委員 

 
各学年 

各クラス 1 名 

 

学年部長 

ベルマーク委員 

環境委員 

送別委員 

常任委員会に出席 

委員長は常任委員会に出席 

委員長は常任委員会に出席 

委員長は常任委員会に出席 
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＜専門部＞ 

●広報部 

＜主な活動の内容＞ＰＴＡ広報誌「みどり」を発行する部です。学期毎のグループになり活動します。企画・

学校行事、他ＰＴＡ行事の取材・編集をそれぞれが分担して取り組んでいきます。パソコンを扱うのが好き

な方は、ぜひご協力をお願いします。 

＜人数・任期＞1学年各クラス 1名・２～５学年（クラス数＋２）名・６学年数名／任期１年 

＜役職等＞部長２名・副部長１名（部長（１名）は常任委員会に毎回出席となります。） 

※部長、副部長以外の部員から、選考委員を１名選出します。 

 

 

●イベント企画部          

＜主な活動の内容＞運動会の運営のお手伝い、スクールキャンプの運営等を行います。 

＜人数・任期＞1学年各クラス 1名・２～５学年各クラス１～２名・６学年数名／任期１年 

＜役職等＞部長２名・副部長２名（部長（1名）は常任委員会に毎回出席となります。） 

※部長、副部長以外の部員から、選考委員を１名選出します。 

 

 

●バザー部 

＜主な活動の内容＞バザーの開催を通し、子どもたちと保護者・地域の皆さんが楽しく協力しながら活動し

ます。田中小が地域活動の交流の場となります。 

＜人数・任期＞ 1 学年各クラス 1名・２～５学年（クラス数＋２）名・６学年数名／任期１年 

＜役職等＞部長２名・副部長１名（部長（１名）は常任委員会に毎回出席となります。） 

※部長、副部長以外の部員から、選考委員を１名選出します。 

 

 

※各部部長・委員長特典について 
本部役員、学年部・専門部にて、部長・委員長を経験した方は２回目以降役員を引き受ける際には部長・ 

委員長を辞退することができます。 

 

 

※選考委員会について 
＜活動の内容＞学年部より各学年から１名、校外部(地区長)より１名、各専門部(広報、イベント企画、バザー) 

より１名ずつ、事務局(教頭先生)の計１１名で構成される次年度ＰＴＡ本部役員を選出する委員会です。 

保護者からの自薦や他薦で候補を選び、候補者の承諾を得るのが仕事です。人を選ぶことの難しさを痛感し 

ますが、候補者からの承諾を得られたときには達成感があります。 

・過去に選考委員になったことがある方、過去に本部(旧執行部)役員をやったことがある方は、公平性を保

つため選考委員になることはできません。 

・また今年度の部長、委員長は選考委員になることはできません。 
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＜校外部＞ 

 
※少年補導委員、青少年相談員は、県からの委嘱を受け活動します。県・市の要請により各種行事

の企画、運営を行い青少年の健全育成のお手伝いをしています。 

●少年補導委員  田中小学校より１名（任期は２年間）※次回募集の任期開始 令和 4年 4月～ 

市からの委嘱を受け、活動をします。柏駅周辺や、田中地区をグループになって街頭パトロールを行います。                                

●青少年相談員  田中小学校より 1名以上（任期は３年間）※次回募集の任期開始 令和 4年 4月～ 

県からの委嘱を受け、活動をします。県・市の要請により各種行事の企画、運営を行い青少年の健全育成のお手

伝いをしています。 

※少年補導委員、青少年相談員はＰＴＡ役員扱いとなります。 

 

 
※安全補導部・地区長は、地区で選出されます。希望される方は各地区にお問い合わせください。

田中小学校にお子様が通われていて、安全補導部長、地区長になっている方はＰＴＡ役員扱いとな

ります。（現行） 

○安全補導部・・・各地区２名程度 

地域の安全のため、子ども１１０番マップや、危険マップの作成をします。また通学路の点検、看板の修理、

地区パトロール、立哨当番の分担を行います。 

※部長は代表として常任委員会、ＰＴＡ総会に出席、ＰＴＡ役員扱いとなります。 

 

○地区長・・・各地区１名 

学校と地区のパイプ役として、地区の子ども会（親子会）の活動を常任委員会で報告します。 

学校便りを地域に届けます。 

※地区長は代表として常任委員会、ＰＴＡ総会に出席、ＰＴＡ役員扱いとなります。 

※地区長の中から 1名選考委員が選出されます。 
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〈お手伝い方式について〉 

 

田中小学校では“全員参加のＰＴＡ”という形に少しでも近づけるよう、平成１２年度より“お手伝い方式”に取り組

んでいます。全員で協力することで個々の家庭の負担を減らし、ＰＴＡ活動が充実したものになればと考えておりま

す。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

～ 毎年、「役員を受ける」 か ｢お手伝いをする｣ かのどちらかを選んでください ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お手伝いをする(お手伝い係)」は、各ご家庭で数えますので一番下の学年のお子さんで、日程等の希望を出し、

受けることになります。 

例） ５年生と２年生に兄弟が在学している場合 

どちらの学年でも役員を引き受けなかった場合は  →  ２年生で「お手伝いをする」に希望を出す。 

役員を受ける 役員を受けない 

※ 役員は児童ひとりにつき１回以上受けていた

だくことになります。役員になった年度は、奉

仕作業・お手伝い係はありません。 

 

 「お手伝いをする」 
    お手伝い係 １回 

 

以下の５つのうち１つです。 

運 動 会 運動会に関するお手伝い 

例： 場内の清掃・警備、後片付けなど 

ベ ル マ ー ク ベルマークの集計作業 

バ ザ ー バザーに関するお手伝い  

白 衣 修 繕 各クラスの給食白衣の修繕に関するお手伝い 

奉 仕 作 業   除草作業や窓ふきなど、清掃のお手伝い 

 

※ 希望通りの係につけない場合もあります。 

※ 内容につきましては、多少の変更があります。 

※ 令和２年度～令和４年度までの暫定的措置となり、令和５年度以

降は田中地区新設校開校による児童数減少の様子をみて、従来

通り奉仕作業を別に設けるか検討していきます。 

どちらかを選ぶ 


